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 雇用調整助成金 

新型コロナウイルスに 

かかる特別措置 

新型コロナウイルス感染症 

対応休業支援金・給付金 

新型コロナウイルス 
感染症拡大防止協力金 一時支援金 

対象 

●新型コロナウイルスの影響を 

受ける会社・個人事業主 

（全業種） 

●雇用保険被保険者でない場合は 

緊急雇用安定助成金で助成 

●令和 2 年 4 月 1 日から緊急事態

宣言が解除された翌月末までの

間に事業主が休業させ、休業手

当を受けていない中小企業の労

働者 

●新型コロナウイルス感染症の 

拡大を防止するため、都道府県

の要請に応じて、営業時間の短

縮に協力した飲食店事業者。 

●緊急事態宣言の再発令に伴う 

飲食店の時短営業や、外出・移

動自粛で売上高が大幅に落ち込

んだ事業者 

支給額 

中小企業は 4/5 大企業は 2/3 

※解雇等を行わない場合 

10/10（中小）、 3/4（大企業） 

（1 人 1 日 15,000 円を上限） 

休業前賃金の 8 割（日額上限

11,000 円）を休業実績に応じて

支給 

1 日あたり 6 万円／店舗×時短日数 中堅・中小企業：最大 60 万円  

個人事業主  ：最大 30 万円 

管轄 

●お近くの都道府県労働局 

または公共職業安定所 

●雇用調整助成金コールセンター 

TEL:0120-60-3999 

9:00～21:00（含 土日祝日） 

● 新型コロナウイルス感染症対

応休業支援金・給付金 

コールセンター 

TEL:0120-221-276 

8:30～20:00(月～金) 

  8:30～17:15(土日祝日) 

●各都道府県の時短協力金 

コールセンター 

●一時支援金コールセンター 

TEL:0120-211-240 

 8:30～19:00（含 土日祝日） 

詳細 P2 P3 P4 P5 
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通常時 
新型コロナウイルスにかかる特別措置 

（令和 2 年４月１日から緊急事態宣言が解除された

月の翌月末まで） 

対象事業者 雇用保険が適用される会社・個人事業主 
雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける
会社・個人事業主（全業種） 

対象従業員 雇用保険に 6 ヶ月以上加入 6 ヶ月未満・被保険者でなくても可 

（被保険者でない場合は緊急雇用安定助成金で助成） 

助成率 中小企業は 2/3 大企業は 1/2 

中小企業は 4/5 大企業は 2/3 

※解雇等を行わない場合 
10/10（中小）、 3/4（大企業） 

経営状況 
直近 3 ヶ月の売上高などが 
前年同期比 10％以上減 

直近 1 ヶ月の売上高などが同 5％以上減 

計画書 事前提出 不要 

支給限度日数 １年 100 日、３年 150 日 １年 100 日、３年 150 日＋上記対象期間 

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を
助成する制度です。令和２年４月１日から緊急事態宣言が解除された月の翌月末までの期間を 1 日でも含む賃金締切
期間が対象です。 

通常時の雇用調整助成金との比較 
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支給対象 ●令和２年４月１日から緊急事態宣言が解除された翌月末までの間に事業主
が休業させ、休業手当を受けていない中小企業の労働者 

給付額の 
算定方法 

 

必要情報 

①本人確認書類、②口座確認書類、③休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの 

※1 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。 

※2 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付。 

（この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。） 

申請期限 

休業した期間 

●令和２年１０月～１２月：令和３年３月３１日（郵送の場合は必着） 

●令和３年１月から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの期間 

 ⇒対象期間の末日の属する月の３カ月後の末日（郵送の場合は必着） 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた 
中小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に
対し、支給される支援金・給付金です。 

休業前の 1 日当たり 
平均賃金 

各月の日数 
（30 日又は 31 日） 

80％ 就労した又は 
労働者の事情で休んだ日数 

× × － 

※1 1 日当たり支給額＝11,000 円が上限。 

※2 1 日 8 時間から 3 時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1 日 4 時間未満

の就労であれば、1/2 日休業したものとして対象。 

※3 週５回から週３回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象。 

（就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。） 
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支給対象 

●食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営

していること（※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません） 

●通常午後８時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前５時から午後８時

まで（酒類の提供は午前 11 時から午後７時まで）に短縮していること 

●各都道府県が要請する全ての期間において、時短営業（休業を含む）をしている

こと 

●業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポス

ター」を掲示していること 

※取り組みについては各都道府県によります。 

給付額 
1 日あたり 6 万円／店舗×時短日数（最大 150 万円） 

※都道府県によって異なる場合があります。 

申請期限 ２月８日以降の時短要請分については令和３年４月１日(木)よりを予定 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、都道府県の要請に応じて、営業時間
の短縮に協力した飲食店事業者に対し、支給される給付金です。 
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支給対象 
緊急事態宣言に伴う 

●飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること 
●2019 年比又は 2020 年比で、2021 年の 1 月、2 月又は 3 月の売上が 
50％以上減少していること 

給付額 
中堅・中小企業：最大 60 万円  
個人事業主  ：最大 30 万円 

※2019 年又は 2020 年の対象期間の合計売上－2021 年の対象月の売上×3 ヶ月 

申請手続き 

一時支援金事務局ホームページよりオンライン申請 

※1 申請には「登録確認機関」の事前確認が必要となります。 
※2 弊社にて対応しております。 

    別途費用をいただいております。 

     ●事前確認のみ：15,000 円 

     ●事前確認・その他サポート：要相談 

申請期限 令和３年３月８日（月）～５月３１日 

緊急事態宣言の再発令を受け、飲食店の時短営業や、外出・移動自粛で売上高が大幅に
落ち込んだ事業者を対象に支給される一時金です。 
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  経済産業省 ホームページより抜粋 

～給付対象となり得る事業者の具体例～ 



7 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうご税理士法人グループについて 

 創業： 平成元年 8 月 
 社員： ６１人     
 売上： ４.８億（平成３０年度） 
 拠点： 塚口・塚口支店・川西 
 グループ：ひょうご税理士法人 
       まどか行政書士法人 
       株式会社ベストパートナーズ 

代表社員：妹尾 芳郎 

 税理士／公認会計士  
 行政書士／宅地建物取引士 

助成金に関するお問合わせは 

enya@hyogo-houjin.or.jp 

までお願い致します。 

mailto:enya@hyogo-houjin.or.jp

